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▶第10版では、2023年の空家法改正を受けた空き家条例の動向や、
　自治体環境行政の現場においても注目度の高い新たな環境課題
　（カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、ネイチャー
　ポジティブ）への取組み等、最新のテーマを踏まえた解説を追加。

▶法令情報や判例、各種データや図表についても可能な限りアップ
　デートし、絶え間なく変化を続ける自治体環境行政の動きに対応。

▶全国各地の先駆的・特徴的な条例や、自治体の枠を超えた統一条例
　など、数多くのユニークな条例や要綱の内容・動向を幅広く網羅。
　巻末に、知りたいキーワードから登載箇所を探せる「事項索引」の　
　他、「法律等索引」「条例・要綱索引」「裁判例等索引」等を掲載。
　索引の充実により利便性・検索性の向上を実現。

最新の自治体環境行政の動向を登載！
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全国47都道府県と約170市町村の条例・要綱を掲載！
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